


債権譲渡承諾書 
（記号）第   号  

令和 年 月 日  

（確 定 日 付） 

（甲）     御中 

（乙）     御中 

 

上記につき、公共工事に係る工事請負代金債権の譲渡については、工事完成引渡債務不

履行を事由とする工事請負契約の解除をもって乙に対抗できる旨及び次の事項について異

議を留めて、契約書第４条第１項ただし書の規定により承諾します。 

なお、本承諾によって契約書第40条に定められた甲の責任が一切軽減されるものではな

いことを申し添えます。 

また、甲及び乙は契約書に定められた部分払は、本承諾以降は請求できないものとしま

す。 

記 

１ 譲渡される甲の工事請負代金債権の額は、本件請負工事が完成した場合においては、

本件契約書第30条第２項の検査に合格し引渡を受けたでき形部分に相応する請負代金額

から前払金、部分払金及び本件契約書により発生する公益財団法人北海道農業公社（以

下、「公社」という。）の請求権に基づく金額を控除した額とする。 

ただし、本件工事請負契約が解除された場合においては、本件契約書第36条第１項の

でき形部分の検査に合格し引渡を受けたでき形部分に相応する請負代金額から前払金、

部分払金及び本件工事請負契約により発生する違約金等の公社の請求権に基づく金額を

控除した額とする。 

なお、設計変更等により請負代金額に増減が生じた場合には、債権譲渡承諾依頼書５ 

(1)及び(4)の金額は変更後の金額とする。 

２ 公社が譲渡人に対して有している相殺権を当該工事請負代金債権の譲渡後も譲受人に

対抗できること。 

３ 甲及び乙は、本承諾後、金銭消費貸借契約を締結し、当該契約に基づき融資が実行さ

れた場合は、速やかに連署にて公社に融資実行報告書を提出すること。 

４ 甲が、当該工事に関する資金の貸付を受けるため、保証事業会社による金融保証を受

けた場合は、公共工事金融保証証書の写しを速やかに公社に提出すること。 

５ 当該譲渡債権は、乙の甲に対する当該工事に係る貸付金及び保証事業会社が当該工事

に関して甲に対して有する金融保証に係る求償権を担保するものであって、その他の債

権を担保するものではないこと。 

６ 甲及び乙は、譲渡債権について、他の第三者に譲渡し又は質権を設定し、その他債権

の帰属及び行使を害すべき行為を行わないこと。 

７ 保証事業会社が有する金融保証に係る求償債権の担保に関しては、乙が責任を持って

行うこととし、公社は関与しないこと。 

 

札幌市中央区北５条西６丁目１－２３ 

公益財団法人北海道農業公社 

理事長           印 
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なお、本承諾によって契約書第40条に定められた甲の責任が一切軽減されるものではな

いことを申し添えます。 

また、甲及び乙は契約書に定められた部分払は、本承諾以降は請求できないものとしま

す。 
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１ 譲渡される甲の工事請負代金債権の額は、本件請負工事が完成した場合においては、

本件契約書第30条第２項の検査に合格し引渡を受けたでき形部分に相応する請負代金額

から前払金、部分払金及び本件契約書により発生する公益財団法人北海道農業公社（以

下、「公社」という。）の請求権に基づく金額を控除した額とする。 

ただし、本件工事請負契約が解除された場合においては、本件契約書第36条第１項の

でき形部分の検査に合格し引渡を受けたでき形部分に相応する請負代金額から前払金、
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なお、設計変更等により請負代金額に増減が生じた場合には、債権譲渡承諾依頼書５ 
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２ 公社が譲渡人に対して有している相殺権を当該工事請負代金債権の譲渡後も譲受人に

対抗できること。 

３ 甲及び乙は、本承諾後、金銭消費貸借契約を締結し、当該契約に基づき融資が実行さ

れた場合は、速やかに連署にて公社に融資実行報告書を提出すること。 

４ 当該譲渡債権は、乙の甲に対する当該工事に係る貸付金及び甲倒産時の当該工事に係
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札幌市中央区北５条西６丁目１－２３ 

公益財団法人北海道農業公社 

理事長           印 








